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１ 
 

８年市長提出第３８号議案 

   瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部改正について 

 瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。 

  令和８年３月２４日提出 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

   瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２２８条第１項の規定に基づき

、瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規

則（昭和５１年瀬戸市教育委員会規則第５号）

に規定する開放施設のうち照明設備及び空調設

備を利用する場合の使用料について必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２２８条第１項の規定に基づき

、瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規

則（昭和５１年瀬戸市教育委員会規則第５号）

に規定する開放施設のうち照明設備を利用する

場合の使用料について必要な事項を定めるもの

とする。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

施設 設備 単位 金額 

小学校（陶原

小学校を除く

。）屋内運動

場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

空調 １時間に

つき 

８００円 

陶原小学校屋

内運動場 

照明 １時間に

つき 

２１０円 

空調 １時間に １，２００円 

施設 単位 金額 

小学校屋内運

動場 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

 

 

  

 



２ 
 

つき 

中学校屋内運

動場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

空調 １時間に

つき 

１，２００円 

中学校柔剣道

場 

照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 照明 ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

 

中学校屋内運

動場 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

中学校柔剣道

場 

＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  
   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、小中学校屋内運動場の空調設備設置に伴い、瀬

戸市立学校体育施設使用料条例中所要の事項を改正するため必要があるか

らである。 


